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出羽公民館内では、公民館利用団体の
日頃の活動成果の発表や作品の展示
を行います！ 

屋外特設ステージにて、太鼓、フラダン
ス、民踊、カラオケなど、盛りだくさんの演
出!! 

駐車場等で、出羽地区の各種団体が
屋台やフリーマーケットなど、様々な模
擬店を出店します！ 

★グラウンド・ゴルフに挑戦！ 
★ラージボール卓球にトライ！ 
★トラクター乗車体験もあるよ！ 

 

スタンプＤＥダーツ 
参加引換券 

この券を切り取って本部テントに持っていこう！ 

券と引き換えに、粗品を１つプレゼントします。 

※粗品はなくなり次第配布を終了します。 

※ 出羽地区センター北側道路の一部は車両通行止となります。 
※ 駐車場は数に限りがあります。 
バス等公共交通機関をご利用下さい。 

主催 出羽ふれあいフレンドパーク実行委員会  

 

★会場内をスタンプラリー 
★全部集めたらダーツに挑戦！ 
★当たったら賞品がもらえるよ！ 

    

 

 
 

 

http://pcnet-koshigaya.net/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

越谷市では、市内障害福祉サービス事業
所等を利用する障がい者の方の就労のため
の能力向上や社会参加促進を目標に就労
訓練事業を実施しています。出羽地区センタ
ーを会場とした就労訓練の実施日（１１月）に
ついて、下記のとおりお知らせします。 

 
【日 時】１１月１４日（月）、１１月２８日（月） 

午前１１時３０分頃～ 
【会 場】出羽地区センター談話コーナー 
【内 容】パンの販売 
【実施者】医療法人秀峰会生徳診療所 
【問合せ】出羽地区センター ☎940-7521 
        障害福祉課     ☎963-9164 

 
 
 
出羽地区センターでは、月～金曜日（祝日

は除く）の 8:30～17:15 及び第３日曜日の 9:00
～16:00 に証明書発行業務（住民票の写し、印
鑑登録証明書、戸籍謄本/抄本）を行っていま
す。どうぞご利用下さい。 
なお、請求の際には、本人確認が必要になり

ますので、運転免許証等の書類をお持ち下さ
い。 

 
※ 本人確認に必要なもの 
① 運転免許証、マイナンバーカード、住民
基本台帳カード、旅券等、官公署が発行
した写真つきの証明書は、１点 

② 健康保険証や年金手帳、法人の身分証
明書等は、２点以上 

 

出羽地区カレンダー １１月 

1 (火) 親子ふれあい学級① 

2 (水)  

3 (木) 【休業日】 文化の日 
4 (金)  ふれあいフレンドパーク実行委員会 

5 (土)  
6 (日) 市民体育祭中央大会 
7 (月)  

8 (火) 親子ふれあい学級② 

9 (水)  

10 (木)  
11 (金)  

12 (土)  

13 (日) 
さいたま国際マラソン 
市民体育祭中央大会 （予備日） 

14 (月) 就労訓練（パン販売） 

15 (火) 親子ふれあい学級③ 

16 (水)  

17 (木)  

18 (金)  

19 (土)  

20 (日) 
出羽ふれあいフレンドパーク 
【市民課開庁日】 9:00～16：00 

21 (月)  

22 (火) 親子ふれあい学級④ 

23 (水) 【休業日】 勤労感謝の日 

24 (木) 出羽地区自治会連合会視察研修 

25 (金) 出羽地区自治会連合会視察研修 

26 (土)  成人式実行委員会 

27 (日)  

28 (月) 
きもの着付け講習会① 
就労訓練（パン販売） 

29 (火) 親子ふれあい学級⑤ 

30 (水)  

※【休業日】は職員が不在となり、 
施設管理人が待機します。施設の 
貸出しは通常どおり行います。 

 
※ 地区センターでは、自治会の運営 
 や近隣関係等コミュニティに関す 
 る相談をお受けします。詳しくは 
出羽地区センターまで。 
 

☎９４０－７５２１ 

市では、地区のスポーツ・レクリエーション団体を対象に、小中学校の一部を開放しています。利用にあたっては、

出羽地区の住民１０人以上で構成され、かつ、監督者として成人が含まれる団体であることが要件となり、登録が必

要です。平成２８年度１２月～３月の利用を希望する団体は、次のとおり手続きをお願いします。  

～対象施設及び開放時間帯～ 

①出羽小、宮本小、大間野小各校庭及び体育館 

開放校    日 

 

施設 開放時間帯 

 
出羽小 

宮本小 

大間野小 

土 

曜 

 

校庭 14:00～16:30 

体育館 14:00～16:30 

 休 

日 

 

校庭 

 

8:00～16:30 

 体育館 8:30～16:30 

 ②武蔵野中校庭(ナイター)19 時～21 時（※夜間照明使用料として､１回 500 円を負担していただきます。） 

【問合せ】 出羽地区スポレク推進委員会事務局 出羽公民館 ☎９４０－７５２１ 

・新規利用希望団体は、１１月４日(金)午後５
時１５分までに、出羽地区センターへご連絡く
ださい｡ 

・新規利用希望団体・既利用団体ともに、   
１１月８日(火)午後７時００分から、出羽地
区センターで学校体育施設利用団体会議を開
催しますので、必ずご出席ください。 

・新規利用希望団体は、１１月４日(金)午後５時１５分まで

に、出羽地区センターにご連絡下さい。 

・新 規 利 用 希 望 団 体 ・ 既 利 用 団 体 と も に 、  

１１月８日(火)午後７時から、出羽地区センターで学校体育

施設利用団体会議を開催しますので、必ずご出席下さい。 

１０月８日（土）、総合公園多目的運動場にて、第６１回市民体育祭 地区対抗グラウンド・

ゴルフ大会が開催されました。 

出羽地区は総合『準優勝』！！第１部（小学生を含む）で２位、第２部（６０歳以

上）で２位、第３部（７０歳以上）で７位と健闘しました。 

選手・役員の皆さん、大変お疲れさまでした！ 

冬のオシャレはやっぱりきもの。年末年始のご挨拶や成

人式に、普段着のように気ままに自分で着られたら…と思

いませんか？ 

 【日 時】１１月２８日(月）、１２月５日(月)、 

１２月１２日(月) 午前１０時～正午 <全３回> 

【会 場】出羽公民館 和室  【講 師】小野寺 邦子 氏 

【対象者】全日程参加できる市内在住の女性 １０名 

【参加費】無料 

【持ち物】きもの、すそよけ、肌襦袢、長襦袢、ひも４本、 

名古屋帯、帯揚げ、帯板、帯枕、帯締め、伊達 

締め２本、足袋 

【申込み】１１月７日(月)午前９時から 

電話、もしくは電子 

申請で下 

記へお申し込み下さい。 

(先着順） 

（パソコン電子申請用 ＵＲＬ） 

※携帯電話からは、上記のＱＲコードをご使用ください。 

https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/Entran

ce.do?command=PKG_DETAIL&lcd=112224&pkgId=20161107 

【問合せ】出羽公民館 ☎９４０－７５２１ 

年末に食べる年越し蕎麦を、自分で作
ってみませんか？ 

【日 時】１２月６日、１３日、２０日、２７日 

<全４回 火曜日> 

     午前９時３０分～午後１時 

【会 場】出羽地区センター 調理室 

【対象者】市内在住の１８歳以上の方 ２０名 

【参加費】２，２００円 

【持ち物】エプロン、三角巾、タオル２枚、 

お土産で持ち帰るおそばを入れるパック 

【申込み】１１月８日（火）午前９時～９時１５分の 

間に、参加費を添えて直接出羽公民館へ。 

（９時１５分の時点で定員を超えた場合は抽 

選となります。定員に満たなかった場合は、 

８日午前１０時より電話での申込みも可能 

です。（先着順）） 

【問合せ】出羽公民館 ☎９４０－７５２１ 

 

 

現在、元気で症状がなくても、膝痛の原因を

知り、予防方法を学びませんか？ 

【日 程】１２月６日（火）午後２時～３時３０分 

【会 場】出羽地区センター                          

【内 容】理学療法士による膝痛についての講話と 

家で簡単にできる体操を学びます。 

【対 象】市内在住で、医師による運動制限のない 

方  ２０名（申込み順） 

【持ち物】運動のできる服装、バスタオル、水分補 

給用飲み物、筆記用具 

【申込み】１１月１５日(火)から 保健センターへ 

【問合せ】保健センター ☎９７８－３５１１ 

市では、災害時に、高齢者や障がい者など、自らの力で避難することが困難で支援を必要とする方（災害時要援護

者）の支援を地域での助け合いによって行われる「災害時要援護者避難支援制度」を実施しております。  

７５歳以上の一人暮らしの方、７５歳以上の高齢者のみの世帯の方、要介護認定区分３以上の方、身体障害者手帳

１・２級の交付を受けている方などで、災害時に避難支援が必要な方の登録申請を受付します。支援を希望する方は、

市役所、地区センター及び老人福祉センターに設置する  

「災害時要援護者登録申請書兼個別計画」に必要事項を  

記入し、地域包括ケア推進課、障害福祉課、子育て支援 

課のいずれかに提出して下さい。なお、地区センター及 

び老人福祉センターでは申請書の預かり業務のみを行い 

ます。詳しい内容については、右記までお問合せ下さい。 

【登録に関する問合せ・申請先】 

地域包括ケア推進課 ☎９６３－９１６３（直通） 

障害福祉課     ☎９６３－９１６４（直通） 

子育て支援課    ☎９６３－９１７２（直通） 

【制度に関する問合せ】 

危機管理課     ☎９６３－９２８５（直通） 

【規制区間】越谷市内の国道４６３号バイパス 

【規制時間】９：２０～１４：１５頃まで（目安） 

      ※上記時間中は国道４号バイパスから国道４６３ 

号バイパスへの右左折もできません。 

【問 合 せ】う回・交通規制に関するお問い合わせ先 

（さいたま国際マラソン大会事務局／埼玉県警察） 

☎０４８－８３２－２５６１ 

【日  時】１１月１３日(日)  ＳＴＡＲＴ ９：１０～ 

【コ ー ス】さいたまスーパーアリーナ発着、国道４６３号 

バイパス「神明町（北）」交差点を折り返します。 

 

 


